
南知多町教育委員会（令和７年１１月定例会）会議録 

開 閉 会 の 日 時 令和７年１１月２５日（火） 午後 ２時１０分 開会 

              午後 ３時３４分 閉会 

開 催 場 所  南知多町役場 第３会議室 

出席した構成員
高橋篤教育長、内田美里教育長職務代理者、折戸良直委員、 

山下陽委員、吉原知味委員 

説明のため出席

した職員 

鈴木淳二教育部長、富田和彦教育課長、大﨑沙久実学校教育 

グループリーダー、保母公次社会教育グループリーダー

議 事 日 程  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

傍  聴  人 ０人 



   令和７年１１月 定例教育委員会 会議日程

日 時  令和７年１１月２５日（火）

午後２時２０分 

                      場 所  南知多町役場 第３会議室 

日程１ 会議録の承認

日程２ 教育長報告

日程３ 議案第３１号 町議会の議決を経るべき議案(令和７年度南知多町一般会計補正予算

案のうち教育費)について 

日程４ 議案第３２号 町議会の議決を経るべき議案（南知多町立学校設置条例の一部

を改正する条例）について

日程５ 議案第３３号 町議会の議決を経るべき議案（南知多町使用料条例の一部を改

正する条例）について

日程６ 議案第３４号 南知多町教育委員会活動の点検及び評価について 別冊資料

日程７ 議案第３５号 令和８年度儀式等について

日程８ 協議・報告事項その他自由討議 

(1) 小学校のあり方（統合）についてのアンケート調査について 

(2) 令和８年南知多町二十歳のつどいについて        

(3) 後援申込みについて 

(4) 学校教育関係の行事予定等について 

(5) 社会教育関係の行事予定等について 

(6) 学校給食センター関係の事業等について 

(7) その他 

 ２月、３月の定例教育委員会及び町総合教育会議の日程について

・３月定例教育委員会： ３月３１日（火）午後２時２０分 ３階 委員会室

     ・第３回町総合教育会議：３月３１日（火）午後１時５０分 ３階 委員会室 

町長部局参加予定者：町長、総務部長、企画財政課長 

次回定例会予定 12月23日（火）午後１時40分～ 南知多町役場 第３会議室
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高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

それでは、ただ今より、１１月定例教育委員会を開会いたします。 

本日の出席は、私と教育委員４名であり、会議は成立いたします。 

会期は規則の定めるところにより、本日１日限りといたします。 

教育委員会の会議は、原則公開でありますが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の規定により「人事に関する事件その他の事件

について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多

数で議決したときは、これを公開しないことができる。」と規定されて

います。 

つきましては、本日の協議事項である「議案第３１号 町議会の議決

を経るべき議案（令和７年度南知多町一般会計補正予算案のうち教育

費）について」、「議案第３２号 町議会の議決を経るべき議案（南

知多町立学校設置条例の一部を改正する条例）について」及び、

「議案第３３号 町議会の議決を経るべき議案（南知多町使用料

条例の一部を改正する条例）について」は、町議会に上程する前の

意思決定過程の情報でありますので、この部分の会議については、非

公開とすることを提案させていただきます。 

それでは、この提案に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員でありましたので、可決されま

した。つきましては、傍聴人の方は現在おりませんが、来られた場合

には、当該議事の際、ご退席いただくことになりますので、よろしく

お願いします。 

それでは、「日程１ 会議録の承認」に入ります。こちらについては、

すでに教育委員のみなさまに確認していだたいていますので、終了し

ています。

それでは、「日程２ 教育長報告」につきまして、私から報告させて

いただきます。 

（10 月定例教育委員会以降参加した知多地方教育事務協議会幹事

会、町校長会議、尾張部都市教育長会・町村教育長会合同協議会、県

町村教育長協議会研修会始め各会議・行事等の状況について、報告説

明した。） 
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高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

(富田教育課長) 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

私からの報告は以上であります。 

ご質問等がありましたら、お受けします。 

（質問、意見なし） 

【「日程３ 議案第３１号 町議会の議決を経るべき議案（令和７年度

南知多町一般会計補正予算案のうち教育費）について」、「議案第３２

号 町議会の議決を経るべき議案（南知多町立学校設置条例の一

部を改正する条例）について」及び、「議案第３３号 町議会の議

決を経るべき議案（南知多町使用料条例の一部を改正する条例）

について」は、非公開において審議されたため、南知多町教育委員会

会議規則第 15 条第 3項の規定により、会議録は別途作成】 

次に、「日程６ 議案第３４号 南知多町教育委員会活動の点検及び

評価について」に入ります。事務局より説明をお願いします。 

（事前配布した会議資料により、令和６年度教育委員会の主要施策に

おける主な取組・成果・今後の課題と対応及び２名の評価委員からの

意見等について、説明した。議案可決後は、ホームページへの公表並

びに議会へ報告をすることを説明した。） 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。

「議案第３４号 南知多町教育委員会活動の点検及び評価につい

て」、原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第３４号につきましては、原案どお

り可決されました。

次に、「日程７ 議案第３５号 令和８年度儀式等について」に入り
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事務局 

(富田教育課長) 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

(鈴木教育部長) 

ます。事務局より説明をお願いします。

（令和８年度における入学式、卒業式及び各学期の始業式・終業式

等の日程案について説明した。）

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。

ご質問等がありましたらお願いします。

（質問、意見なし）

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。

「議案第３５号令和８年度儀式等について」、原案どおり決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第３５号につきましては、原案どお

り可決されました。

次に、「日程８ 協議・報告事項その他自由討議」に入ります。 

「(1) 小学校のあり方（統合）についてのアンケート調査について」、

事務局の説明をお願いします。 

（資料により、８月に行った意見交換会の資料を小学生以下の全世

帯に配布し、資料を見ていただいたうえで、小学校のあり方（統合）

について、小学生以下を対象に、１１月２６日付けで１２月１５日ま

でのアンケート調査を行いたいと考えていることを説明し、

委員より、「子育て支援センターに小さなお子さんたちが集まる機会

があるので、そこで説明会を行ってはどうか。そういった場所で保護

者の皆さんがどの時間帯なら集まりやすいのかを聞くことが出来るの

ではないか。」、「子どものために考えることなので、地域のことはあま

り考えない方がよいのではないか。」、「小学生以下が対象とのことだ

が、令和１５年の話だと実際に対象となる子どもは少ないのでどうな

のか。」「アンケート結果で統合するかしないかを決めないのであれば、

保護者以外の方にもアンケートを取ってもいいのではないか。」、など

の意見をいただいた。

教育委員会としては、まず保護者の皆さんの意見を聞きたいのでア
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高橋教育長 

事務局

(保母社会教育グル

ープリーダー)

高橋教育長 

高橋教育長

事務局 

（保母社会教育グル

ープリーダー) 

高橋教育長 

高橋教育長 

事務局 

(富田教育課長) 

ンケートを行いたいこと。アンケートの結果を受けて、保護者の皆さ

んと再度意見交換会を行いたいこと。子どもたちのためにどういう教

育が受けられるのが一番いいのかを考えていきたい旨を説明し、アン

ケート自体は早めに行っていくことを了承していただいた。）

他にご意見・ご質問等もないようですので、次に、「(2) 令和８年南

知多町二十歳のつどいについて」事務局の説明をお願いします。 

(１月１１日に開催する南知多町二十歳のつどいについて開催要項

に基づいて説明し、教育委員の出席について依頼した。) 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 （質問、意見なし） 

ご質問等もないようですので、次に、「(3) 後援申込みについて」事

務局の説明をお願いします。 

（南知多町教育委員会教育長に対する事務委任規則により、教育長に

委任されている後援申込みに係る事務処理状況について、申込みのあ

った２件の事業概要等を報告した。） 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

（質問、意見なし） 

ご質問等もないようですので、次に、「(4) 学校教育関係の行事予定

等について」、「(5) 社会教育関係の行事予定等について」、「(6) 学校

給食センター関係の事業等について」、順次、事務局の説明をお願いし

ます。 

（学校教育関係の 11 月から 1 月にかけての行事予定について、説明

した。） 
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(保母社会教育グル

ープリーダー) 

(富田教育課長) 

高橋教育長

高橋教育長 

事務局 

(富田教育課長) 

高橋教育長 

高橋教育長 

（社会教育関係の 11 月から 12 月にかけての行事予定について、説明

した。） 

（12 月分の給食献立表で、南知多お魚の日献立などについて、説明

した。） 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

（質問、意見なし） 

ご質問等もないようですので、(7) のその他に入ります。 

「２月、３月の定例教育委員会及び町総合教育会議の日程について」

事務局より説明をお願いします。 

（資料に基づき日程を説明し、委員の確認を取り、２月の定例教育委

員会については、２月２７日金曜日、午後１時４０分からとなった。

また、３月の定例教育委員会及び第３回町総合教育会議の日程は、３

月３１日（火）、午後１時５０分から総合教育会議、午後２時２０分か

ら、定例教育委員会の開催となった。同日行う予定である「教職員退

職辞令伝達式」及び「教育委員会事務局辞令交付式」については、詳

細が決まり次第報告することとした。） 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

（質問、意見なし） 

ご質問等もないようですので、以上で本日の予定はすべて終了いた

しました。これをもちまして定例教育委員会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 


